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令和３年 10 月 22 日 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

「市町村への再商品化合理化拠出金」の支払いについて 

 

 

１．「再商品化合理化拠出金」の仕組みについて 

 容器包装リサイクル法第 10 条の２に則った市町村への拠出金（以下、「合理化拠出金」という。）制

度では、分別基準適合物の再商品化にあらかじめかかると想定された額（以下、「想定額」という。）

を、当該年度の再商品化に実際にかかった費用の総額（以下、「現に要した費用」という。）が下回っ

た場合に限り、その差額の１／２に相当する金額が、合理化拠出金の支払い原資となります（次の計

算式参照）。 

 

 

 

「想定額」は、「想定単価」（平成 29～30 年度の再商品化事業者への支払実績単価と令和元年度 

落札単価の３か年平均値。令和２～令和４年度の３か年固定適用）に、「想定量」（市町村の毎年の申

込量＝契約量。特定事業者負担分のみで、市町村が負担している小規模事業者分は含まず。）を乗じて

算出されます。ただしプラスチック製容器包装については、再商品化手法によって単価が大きく異な

るため、手法ごとの「想定単価」に「想定量」を乗じた金額の総和が「想定額」となります。 

なお令和３年度分の「想定単価」、「想定量」、「想定額」は、＜表１＞のとおりです。 
 

＜表１＞「想定単価」、「想定量」、「想定額」（令和３年度） 

素材別／再商品化手法別 
想定単価 

(円／トン) 

想定量 

（トン） 

想定額 

（円） 

ガラス 

びん 

無色 5,009 101,692.840 509,379,435 

茶色 5,657 93,244.500 527,484,136 

その他の色 9,102 130,128.600 1,184,430,517 

ＰＥＴボトル 1,833 227,688.104 417,352,294 

紙製容器包装 879 21,072.987 18,523,155 

プラスチ

ック製容

器包装 

材料リサイクル(トレイ) 48,727 355.958 

33,320,584,612 

材料リサイクル(トレイ以外) 54,806 359,647.081 

高炉還元剤化 41,030 37,272.320 

コークス炉化学原料化 45,509 229,520.157 

ガス化 36,697 44,088.231 

 

注１）想定量は特定事業者負担分のみ 注２）想定単価は消費税を含まず 

 

一方で「現に要した費用」は、令和４年３月末までに引き取り６月末までに再商品化委託料の支払

いを積算する仕組みで、令和４年７月まで確定できないため、合理化拠出金の総額をお示しすること

はできません。 

資料１０ 
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合理化拠出金の個別市町村への配分方法について、各市町村の保管施設における分別基準適合物の

「品質」基準に応じて総額の１／２が配分され、「低減額」への寄与度に応じて、残りの１／２が配分

されることが定められています。 

「品質」による配分の基準は、＜表２＞に示したとおりです。これらの基準に該当する各市町村の

引き渡し実績総量に対する、当該市町村の引き渡し実績量に応じて、拠出金総額の１／２が按分され

ます（対象となるのは特定事業者負担分のみ）。 

 

＜表２＞合理化拠出金の「品質」による配分の基準 

対象素材 「品質」による配分の基準 

プラスチック製容器包装 

○当該年度の特定分別基準適合物における容器包装比率が、

当該年度 90％以上であって前年度に比べ２％以上向上し

た場合、又は当該年度における容器包装比率が 95％以上

である場合であること 

＊対象市町村は、指定法人のベール品質調査結果等を基に主務省庁で

判定し、国が決定する。 

ガラスびん／ＰＥＴボトル 

紙製容器包装 

○指定法人が定める「引き取り品質ガイドライン」の基準を

上回る場合であること 

 

一方で、「低減額」への寄与度に応じた配分は、当該指定保管施設の落札単価が、その再商品化手法

の想定単価を下回った場合に配分対象になります。それぞれの保管施設における「かかる見込の費用」

（想定単価と引き渡し量から積算）と「実際にかかった費用」（落札単価と引渡し量から積算）の差額

を低減額とします。実際の配分は、{（想定単価×当該市町村の引渡実績量）－当該市町村から引き取

ったものの再商品化に現に要した費用}（０以下の場合は０とする。）の総和（各市町村低減額の総和）

に対する当該市町村分の低減額の割合によって、拠出金総額の１／２が按分されます。 

 

２．令和２年度分の拠出実績  

令和２年度におきましては、全ての素材で「現に要した費用」が「想定額」を上回りましたので、

合理化拠出金はありませんでした。 

 

 

３．令和３年度分の「再商品化合理化拠出金」の支払いについて 

当協会は、再商品化業務の一環として、容器包装リサイクル法第 10 条の２に則った合理化拠出金の

支払いを行っておりますが、令和３年度分の合理化拠出金は、現在のところ、全ての素材において発

生しない見込みであることをお知らせいたします。理由に関しては、以下をご参照ください。 

 

 

（１） ガラスびん 

令和２年度分に引き続き、無色、茶色、その他の色にて逆有償分の単価の上昇により、現に

要した費用の増加が見込まれるためです。 

 

（２） 紙製容器包装 

令和２年度分に引き続き、逆有償分の単価の上昇により、現に要した費用の増加が見込まれ

るためです。 
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（３） ＰＥＴボトル 

令和２年度分に引き続き、逆有償分の単価の上昇により、現に要した費用の増加が見込まれ

るためです。 

 

（４） プラスチック製容器包装 

令和２年度より３か年使用する想定単価は、平成 29 年～令和元年度に使用した想定単価と比

較し再商品化手法によっては上昇し、想定額も増加しましたが、令和３年度の落札単価の上

昇により増加した想定額を超えて、現に要した費用の増加が見込まれるためです。 

 

 

＜表３＞令和３年度分の合理化拠出金の見込み額 （金額単位：百万円） 

対象素材 見込み額 

ガラスびん（無色） 0 

ガラスびん（茶色） 0 

ガラスびん（その他の色） 0 

ＰＥＴボトル 0 

紙製容器包装 0 

プラスチック製容器包装 0 

 

４．令和３年度分 再商品化合理化拠出金配分額試算式について 

多くの市町村及び一部事務組合のご担当者様から「今年は大体いくら貰えるのか。」といったご質問

を多くいただきますが、令和４年９月に支払を予定されている「令和３年度分合理化拠出金」につい

ては、見込み額が０円となりますので、お示しできません。 

 

この件に関するお問い合わせ先 

  公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 企画広報部 堀田、杉森 

  電話番号：03-5532-8589 

  ＦＡＸ番号：03-5532-9698 

  メールアドレス：contactinfo@jcpra.or.jp 

 

以上 
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